
 

 

 

令和７年度の建設工事等に係る入札・契約制度の改正等について 
 

 
１ 要旨・目的 

「広島県建設産業ビジョン 2021」に掲げる 「確かな競争力を発揮する建設産業」、「担い手確

保と働き方改革」、「建設産業の生産性向上」、「災害時に力を発揮する建設産業」の実現に向け、

入札契約制度等について改正を行う。 

 

２ 現状・背景 

(1)  建設産業の現状 

   慢性的な人手不足に加えて、物価高騰や時間外労働の上限規制の適用開始など、取り巻く

環境は厳しさを増しており、担い手の育成・確保が大きな課題となっている。 

   担い手３法改正により「適切な労務費の行き渡り」や「工期ダンピング防止」など、建設

事業者への義務強化が図られており、建設業界の構造改革に取り組む団体・企業の後押しが

必要な状況となっている。 
 

(2)  分野別の現状と課題 

分野 現状・課題 

① 確 かな

競争力を

発揮する

建設産業 

○ 工事成績が伸び悩んでいる B・C 格付の技術力向上に向け、総合評価方式の拡充・

見直し等、優れた技術力を有する事業者が受注できる仕組みの強化が必要。 

○ 適正価格による受注環境の更なる整備促進に向け、市場性を反映した低入札価格

調査制度を活かしたダンピング対策の強化や予定価格の事後公表拡大等が必要。 

○ また、建設コストが上昇する中、競争性を確保しつつ担い手の育成・確保に配慮

した競争参加資格や発注ロット等を設定できるよう発注標準の見直しが必要。 

【土木一式の工事成績評定：77.9 点（R2）→78.8 点（R6）】 

② 担 い手

確保と働

き方改革 

○ 建設労働者の慢性的な不足は続いており、魅力発信等の取組強化に加えて、担い

手３法改正を契機とした業界構造の改革を後押しする取組（労務費の行き渡りや適

正工期の確保等）や、建設事業者による労働環境改善の取組に対する支援が必要。 

○ 段階的に取り組んできた週休２日工事は、発注者指定型の原則化により、工期全

体（通期）での週休２日の確保は概ね達成。更なる労働環境改善に向け、週休２日

の「質の向上」に向けた取組の強化が必要。 

【配置技術者平均年齢：49.6 歳（H28～R2）→51.7 歳（R3～）、技能労働者数：324 万人（R1）→304 万人（R5）】 

③ 建 設産

業の生産

性向上 

○ デジタル技術の活用について、取組の効果は着実に表れており（ICT 活用工事や

CIM 推進モデル業務の実施件数の増加）、今後は中小企業（B,C 格付）への浸透を図

るため、引き続き、実施対象の拡大やスキルアップのための取組強化が必要。 

○ あわせて、業務の効率化の推進に向けて遠隔臨場実施工事の拡大などによる取組

の強化が必要。 

【ICT 活用工事：R3:27 件(10 件)→R6:178 件(79 件) ※括弧内は B・C 格付業者】 （R7.1 時点） 

④ 災 害時

に力を発

揮する建

設産業 

○ 災害時に応急工事等を円滑に実施できる環境を整備してきたところであり、引き

続き、大規模災害時の災害対応力の充実・強化に向けた課題検証を行い、実施体制

の強化を図っていく必要がある。  
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３ 概要 

(1) 対象者                 

建設事業者等 
  

(2) 事業内容（実施内容） 

ア 取組方針 

 

 

 

 

 

 

イ 主な取組 

分野 方向性と主な取組（新規・拡充するもの） 

①確かな競争力

を発揮する建

設産業 

〇発注標準の見直し（建設工事費の高騰を踏まえた基準額の引上げ） 

〇予定価格の事後公表拡大 

〇総合評価落札方式の技術評価点の配点見直し等 

〇ダンピング対策の強化 

・完成後調査の実施対象の拡大（落札率が 90％未満の場合の調査義務化） 

・請負代金内訳書の確認強化（法定福利費に加え労務費の確認） 

〇指名除外基準の見直し（建設業法違反に対するペナルティ強化等） 

②担い手確保と

働き方改革 

〇建設事業者に対する改正担い手３法の周知及び指導の実施 

〇低入札価格調査制度における調査基準価格の下限値引上げ（82％→85％） 

〇建設事業者の労働環境改善等に対する助成事業の創設 

〇建設キャリアアップシステムの利用促進（活用工事の試行開始） 

〇完全週休２日工事の試行導入（３億円以上） 

〇受発注者の事務負担の軽減（書類限定検査の拡大、提出様式の見直し） 

③建設産業の生

産性向上 

〇総合評価落札方式の評価方法の見直し 

・主に B・C 格付けをターゲットとして ICT 活用実績に対する加点の強化 

（B・C のスキルアップ（講習会への積極参加等）への動機付け） 

・広島県建設分野の革新技術活用制度登録技術の活用実績に係る評価基準 

〇遠隔臨場実施工事の拡大（発注者指定型の拡大） 

〇ICT 活用工事の拡大（発注者指定型の対象工事の拡大） 

〇CIM 推進モデル業務の拡大（発注者指定型の拡大）  

④災害時に力を

発揮する建設

産業 

〇大規模災害時協力建設事業者登録制度の運用強化 

 

(3) スケジュール 

広島県の調達情報ホームページへの掲載（４月）、建設事業者等を対象とした説明会の開催

（５月）を通じて制度の周知を図り、６月１日から新制度を適用 
  

(4) 予算（補助事業・単県） 

 ― 

 
４ その他（関連情報等）  

広島県の調達情報ホームページ https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/  

建設産業ビジョン 2021 における目指す姿の実現に向けた４分野での取組を進めるた

め、健全な競争環境の整備を図りつつ、担い手３法の改正内容を踏まえ、新技術の活用

による生産性向上や建設労働者の処遇改善を図ることで、地域の建設産業の持続的な発

展を支える担い手の確保・育成が図られる環境整備を促進する。 
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「建設産業ビジョン2021」の推進に向けた取組について
建設産業ビジョン2021

① 確かな競争力を発揮する建設産業 ② 担い手確保と働き方改革

③ 建設産業の生産性向上

④ 災害時に力を発揮する建設産業

ビジョン4分野におけるこれまでの主な取組と今後の取組の方向性

【R6年度の主な取組】
○週休２日の取組拡大

週休２日適用工事の発注者指定型の原則化
○若手の入職促進

業界団体と連携したイベント等開催
総合評価落札方式における評価
○中堅世代の定着促進

ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅー、 ICTﾁｬﾚﾝｼﾞ実践講座等

【R6年度の主な取組】
○調査・設計段階の高度化・効率化

CIM推進モデル業務の拡大

○施工段階の高度化・効率化
ICT活用工事等の拡大
遠隔臨場実施工事の導入

○デジタルリテラシーの向上
デジタル技術活用促進に向けた研修等の充実

【R6年度の主な取組】
○発災時の緊急対応を担う
建設事業者の確保

協力建設事業者の登録拡充

【ビジョン目標と達成状況】

【ビジョン目標と達成状況】

【ビジョン目標と達成状況】

【R6年度の主な取組】
○ダンピング対策の強化

調査基準価格の算出方法の見直し（標準偏差）
完成後の実態調査の実施
請負代金内訳書の確認強化（法定福利費）

○工事の総合評価落札方式の対象拡大
試行対象の金額基準引き下げ

【ビジョン目標と達成状況】

 CIM活用業務については、更なる実施件数の増加に向け、引き続き、対象業務を拡大するとともに、業務で

作成したCIMモデルを活用する「CIM活用工事」の取組を進める。

［ R3：12件、R4：20件、R5：29件、R6：39件（R7.1末時点）］

 ICT活用工事については、対象工事の拡大などにより、県内の大手企業（A格付）には浸透してきており、今

後は中小企業（B、C格付）への浸透を図る必要があることから、引き続き対象工事を拡大するとともに、研修

実施等を通じた取組による裾野の拡大を図る。

［ R3：27件（10件）、R4：110件（33件）、R5：173件（73件）、R６：178件（79件）（R7.1末時点）］

（ ）内はB、C格付の実施件数

 遠隔臨場については、令和６年度は全体の約10％を発注者指定型で発注しており、引き続き、発注者指定

型の対象工事を拡大し、業務プロセスの効率化を推進する。

 革新技術活用制度登録技術については、長寿命化技術活用制度も含め活用件数は増加しているものの、

近年は微増であり、更なる活用拡大に向けて取組が必要。

［ R3：60件、R4：194件、R5：263件：、R6：275件（R7.1末時点）］

【令和７年度の取組方針】

建設産業ビジョン2021における目指す姿の実現に向けた４分野での取組を進めるため、健全な競争環境の整備を図りつつ、担い手３法の改正内容を踏まえ、新技術の活用による生産
性向上や建設労働者の処遇改善を図ることで、地域の建設産業の持続的な発展を支える担い手の確保・育成が図られる環境整備を促進する。

ビジョン目標 R6実績

土木一式の
工事成績評定

77.9点（R2）
➞ 80点（R7）

78.8点

ビジョン目標 R6実績

配置技術者
の平均年齢

49.6歳(H28～R2)

➞50歳（R3～R7)
51.7歳
(R3～R6)

週休２日
発注件数

10件（R2）

➞全工事（R7）
全工事
（緊急対応工事等除く）

ビジョン目標 R６実績
CIM活用業務
活用割合(主要な
土木構造物)

10件(R2)

➞100％(R7)
78％

ICT活用工事
(土工)発注件数

９件(R2)➞500㎥以
上の全工事(R7)

500㎥以上の
全工事(194件)

≪現状の課題と今後の方向性≫
≪現状の課題と今後の方向性≫

 労務費の行き渡りや適正工期の確保など業界の構造的な課題があり、担い手３法改正を契機

として業界構造の改革を後押しする取組が必要。

 県内の建設業の雇用動向として、建設業の魅力発信や総合評価での若手技術者活用の評価

などに取り組み、入職者は増加傾向にあるものの、厳しい労働環境等から離職者数も増加す

るなど厳しい状況は続いており、担い手の確保・定着に向け、魅力発信の強化や労働環境改

善の取組に対する支援が必要。(③、④、⑤)

 週休２日については、発注者指定型の原則化などにより、工期全体（通期）での週休２日は概

ね達成しており（達成率（Ｒ３：12％→Ｒ6：93％）、引き続き、週休２日の「質の向上」に向けて、

月単位や土日を休工日とする完全週休２日の取組を進めていくことが必要。(⑥)

④③

≪現状の課題と今後の方向性≫

ビジョン目標 R６状況

緊急時の
体制構築

事業者団体（測量・建設コン
サルタント含む）と県及び市
町による災害協定を締結

大規模災害時の協力
建設事業者登録制度
運用開始（R4.6）

 協力建設事業者の登録者数拡充や「広島県道路啓開計画」（R6.7）に基づく迅速な道路啓開
の実施体制の整備など、災害時に応急工事等を円滑に実施できる環境を整備してきたところ
であり、引き続き、大規模災害時の災害対応力の充実・強化に向けた課題検証を行い、実施
体制の強化を図っていく必要がある。

≪現状の課題と今後の方向性≫

①

【目指す姿】

将来にわたって、社会資本の適切な整備・
維持管理、災害時に迅速な対応が行えるよう、
その重要な担い手である建設事業者につい
て、技術力・競争力向上が図られつつ、安定
的かつ持続的に確保・育成されている状態
【施策の柱】
① 確かな競争力を発揮する建設産業
② 担い手確保と働き方改革
③ 建設産業の生産性向上
④ 災害時に力を発揮する建設産業  工事成績の平均点は横ばい傾向であり、伸び悩むB・C格付の技術力向上に向け、総合評価方式の拡充・見

直し等、優れた技術力を有する事業者が受注できる仕組みの強化が必要。（①）

 第３次担い手３法を契機に、適正価格による受注環境の更なる整備促進に向け、市場性を反映した低入札価

格調査制度を活かしたダンピング対策の強化や予定価格の事後公表の拡大等が必要。（②）

 物価高騰等により建設コストが上昇する中、競争性を確保しつつ、担い手の育成・確保に配慮した競争参加

資格や発注ロット等を設定できるよう、発注標準の見直しが必要。
≪建設労働者の慢性的な不足≫
○高齢層に依存した年齢構造

・ 40歳以上：7割超（60歳以上：約３割））
・ 技能労働者の減少

（324万人（R1）→304万人（R5））

○著しく高い有効求人倍率
（ R6.11時点で5.97） （全体（1.18）の約5倍）

≪他業種と比較して厳しい労働環境≫
○改善傾向はみられるものの、他業種と比較

して多い労働時間
月平均労働時間：建設164.3時間、全体136.3時間
月平均出勤日数：建設20.1日、全体17.6日）

（毎月勤労統計調査（R５年）

≪災害の激甚化，頻発化≫
○地球温暖化がもたらす異常気象等により全

国的に災害が激甚化・頻発化（広島県にお
いても平成30年災をはじめ大規模災害が発
生）

≪建設工事費の高騰≫
○資機材価格や労務費等の高騰による建設

工事費の高騰
建設工事費デフレーター：107.9（R2）→123.3（R5）

〇持続可能な建設業の実現とその担い手の
確保を目的に、技能労働者の処遇改善等を
図るためR6年6月に担い手３法の改正

≪担い手確保≫
・技能労働者への労務費の行き渡り確保
・工期ダンピングの防止
≪生産性向上≫
・デジタル技術を活用した業務効率化・

円滑化を後押しする取組の強化
≪地域における対応力強化≫
・適切な入札条件での発注の推進

建設産業の現状・課題

第三次担い手３法

（施行時期：～R7.12）
（R6.9・R6.12一部施行）

建設産業を取り巻く環境

⑤ ⑥

②
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 デジタル技術や革新技術の活用等、受発注者双方の業務の効率化・高度化に向けた取組を推進

○ 総合評価落札方式を通じた取組の促進【見直し】

・ 主にB・C格付けをターゲットとしてＩＣＴ活用実績に対する加点を強化
（B・Cのスキルアップ（講習会への積極参加等）への動機付け）

・ 革新技術活用制度登録技術の活用実績に対する評価基準の見直し（評価する活用実績の件数の引上げ）

○ 遠隔臨場実施工事の推進【拡充】

・ 発注者指定型対象工事を拡大（対象金額１億円以上→5,000万円以上）

○ デジタルリテラシーの向上【拡充】

・ デジタル技術の活用促進に向けた研修等

○ ＣＩＭ推進モデル業務の拡大【拡充】

・ CIM活用業務における発注者指定型の拡大（主要な土木構造物の詳細設計業務の全てを対象）

・ CIM活用業務における受注者希望型の対象業務を拡大（上記以外の詳細設計業務のうち、施工計画の検討補助

などを対象）

・ 土工の３次元設計業務における発注者指定型の拡大（概ね500㎥以上の土工を取り扱う業務を対象）

○ ＣＩＭ活用工事の実施【継続】

・ 業務で作成したCIMモデルを活用した「CIM活用工事」を発注者指定型で発注

○ ＩＣＴ活用工事の推進【拡充】

・ 発注者指定型対象工事を拡大（中・小規模な工事にも拡大）

・ ICTを活用する工事（工種）の拡大（コンクリート堰堤工を追加）

令和７年度 入札契約制度等の改正・取組内容

 建設産業における担い手確保と働き方改革を積極的に推進

○ 建設業担い手３法の適切な運用【新規】

・ 改正担い手３法が適切に運用されるよう建設業者への周知及び指導等の実施

○ 適切な利益確保につながる競争環境の整備【見直し】

・ 低入札価格調査制度における調査基準価格の下限値の引上げ（82％→85％）

○ 労働環境の改善【新規】

・ 労働環境改善等の取組を行う建設事業者に対する助成制度の新設

○ 次世代への魅力発信、就職支援【拡充】

○ 建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用促進【新規】

・ 土木工事のCCUS活用工事の試行開始（対象金額３億円以上：発注者指定型）

○ 週休２日の質の向上【拡充】

・ 週休２日適用工事において月単位の週休２日の原則化（通期での週休２日補正を廃止）

・ 土日を休工日とする完全週休２日適用工事の試行開始（対象金額３億円以上：受注者希望型）

○ 業務の効率化【拡充】

・ 書類限定検査（検査書類のスリム化）の対象工事の拡大

（成績評定対象外工事→成績評定対象外工事、対象金額2,000万円未満の成績評定対象工事）

・ 契約に係る提出資料の標準化（国土交通省様式と統一化する様式を拡大）

○ 契約事務の効率化【新規】

・ 電子契約の運用開始（下半期予定）

 平成30年７月や令和３年７月の豪雨災害等、頻発化・激甚化する災害に備え、建設事業者が
速やかに応急復旧等に着手でき、円滑に復旧・復興を進めることができる環境を整備

○ 大規模災害時協力建設事業者登録制度の運用強化【継続】

・ 登録事業者数の拡充に向けた効果的な周知及び、市町等とも連携した県全域での実施体制の強化

・ 能登半島地震など近年の災害において顕在化した課題を踏まえた更なる改善

○ 総合評価落札方式を通じた取組の促進【継続】

・ 過去４年間の災害復旧工事の受注実績の評価の継続

分野４ 災害時に力を発揮する建設産業

 高い技術力や競争力を有する事業者が、受注できる環境の整備を推進

 入札契約に係る不正を排除し、公正性・公平性・透明性の高い競争入札の実施

○ 適切な入札条件での発注の推進【見直し】

・ 発注標準の見直し（建設工事費等の高騰を踏まえ基準額を約14％引上げ）

○ 予定価格の事後公表の拡大【拡充】

・ 事後公表の対象を拡大（土木一式：1億円以上→9,000万円以上に拡大）

○ 優れた技術力を有する事業者が受注できる入札方式の推進【見直し】

・ 総合評価落札方式の配点見直し（実績評価型の技術評価点：50点→60点）

・ 総合評価落札方式の試行の継続（舗装：2,000万円以上、舗装以外：4,000万円以上）

・ 工事成績条件付一般競争入札の継続（対象金額：1,000万円以上5,000万円未満）

○ ダンピング対策の強化【拡充】

・ 契約後のモニタリングの仕組みの強化（落札率が90％未満の案件について完成後調査の義務化）

・ 請負代金内訳書の確認強化（法定福利費に加え労務費を確認）

○ 指名除外基準の見直し【見直し】

・ 法制度の変化や案件の実態を踏まえた措置基準に見直し（建設業法違反に対するペナルティの強化等）

分野１ 確かな競争力を発揮する建設産業 分野３ 建設産業の生産性向上

分野２ 担い手確保と働き方改革

取組項目 内容

県職員向け研修
・ICT活用工事等の発注・監督・検査に必要な知識・技術を習得を目指す

・CIM活用の目的、業務の発注・監督・検査に必要な知識・技術の習得を目指す

市町職員向け研修

・県職員研修に市町職員も参加し、ICT活用を推進する目的、必要性、発注・監
督・検査に必要な知識・技術の習得を目指す

・市町職員を対象としたデジタル技術の活用促進に向けた基礎的な研修を新た
に実施

建設技術者向け研修

・既存のICT活用工事の経験が少ない技術者向けの基礎的な研修及び熟度が
一定以上の技術者向け研修に加え、市町発注工事の建設技術者を対象とし
た基礎的な研修を拡充実施

・職業能力開発促進センターにおいて建設技術者を対象としたドローンに関する
公共職業訓練を実施

建設技術者・県・市町職
員向け現場見学会

ICT活用工事の工種や施工段階に応じた現場見学により、ICT活用の効果を体
感し裾野の拡大を図る

ターゲット 取組項目 内容

未就学児等 建設フェア 子供やその家族を対象に遊びを通して建設業の仕事を体験するイベント

小中学生等 現場見学会 工事現場近隣の生徒等を対象に建設業の意義や魅力を伝える見学会

高校生 学校説明会 土木系学科に所属する高校生等を対象に建設業の魅力を伝える説明会

就活生 建設企業ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 就職活動間近の学生を対象に建設企業の紹介や建設業の現状を伝えるイベント

若手技術者 技術者セミナー 建設事業者の若手を対象にしたスキルアップセミナー等（DXを含む）

就活生・転
職希望者

動画配信 動画コンテンツを活用した情報発信を開始

仕事体験会 専門業種の職人の仕事を体験し、適した仕事を見つける体験会を新たに開催

-4-



別　紙














































